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論
文

■
 

天
明
二
年
の
幕
府
裁
許
、
い
わ
ゆ
る
「
美
作
改
宗
一
件
」
の
評
価
を
め
ぐ
る
対
立
は
、
新
史
料
の
発
掘
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
。
筆
者
の
紹
介
し
た
「
備
中
国
諸
記
』

の
内
容
は
、
幕
府
裁
許
が
「
強
制
改
宗
」
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
こ
と
を
、
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
明
か
し
て
い
る
。
本
稿
で
紹
介
す
る
史
料
「
美
作
国
諸
記
」
の
内

容
は
、
幕
府
裁
許
の
後
、
海
順
と
檀
家
の
争
論
が
え
ん
え
ん
と
つ
づ
い
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
事
件
を
、
美
作
の
片
田
舎
で
発
生
し
た
局
所
的
な
事

件
と
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
幕
府
裁
許
は
、
幕
府
の
宗
教
政
策
を
如
実
に
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

先
行
す
る
研
究
は
、
肝
心
の
幕
府
記
録
を
検
証
で
き
な
い
ま
ま
な
さ
れ
て
き
た
の
が
、
実
情
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
最
近
に
な
っ
て
、
こ
の
事
件
の
全
容
を
記
録
し

た
も
の
が
、
幕
府
文
書
「
祠
部
職
掌
類
聚
」
の
中
に
、
し
か
も
一
冊
の
完
全
に
独
立
し
た
裁
判
記
録
と
し
て
、
発
掘
さ
れ
た
。
「
天
明
二
寅
年
内
寄
合
之
内
作
州
皮
多

大
法
寺
一
件
」
と
表
題
さ
れ
て
い
る
。
海
順
の
「
箱
訴
」
を
う
け
て
、
幕
府
は
、
ど
の
よ
う
に
こ
の
越
訴
を
把
握
し
、
事
実
訶
壁
正
し
た
の
か
、
克
明
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。

先
行
研
究
者
の
業
績
、
と
く
に
、
そ
の
裁
許
の
評
価
を
め
ぐ
る
混
乱
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

住
職
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
求
め
る
海
順
の
箱
訴
は
、
檀
家
の
全

三
離
曰
｜
争
論

美
作
改
宗
一
件
（
下
）

ｌ
新
史
料
に
よ
る
穣
寺
制
お
よ
び
幕
府
宗
教
政
策
の
再
検
討
Ｉ

面
的
な
了
解
の
下
で
行
わ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
、

改
宗
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
段
階
が
あ
る
。
住
職
ひ
と
り
改
宗
し
て
、
寺

院
と
そ
の
檀
家
は
元
の
宗
派
を
維
持
す
る
ケ
ー
ス
、
逆
に
、
檀
家
全

員
が
改
宗
し
て
、
住
職
ひ
と
り
元
の
宗
派
を
維
持
す
る
場
合
、
さ
ら

小
椋
孝
士
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に
、
住
職
と
檀
家
の
一
部
が
改
宗
し
、
残
り
の
檀
家
が
元
の
宗
派
を

維
持
す
る
ケ
ー
ス
な
ど
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
幕
府
文
書
「
百（
１
）
 

箇
條
調
書
」
を
は
じ
め
、
幕
府
記
録
に
、
改
一
赤
と
改
派
に
伴
う
混
乱

の
記
録
は
多
い
。
そ
の
主
た
る
混
乱
の
原
因
は
、
住
職
も
さ
る
こ
と

な
が
ら
、
寺
院
お
よ
び
そ
の
什
物
・
免
租
地
等
、
寺
院
に
付
属
す
る

財
産
上
の
帰
属
を
め
ぐ
る
争
論
も
、
関
係
し
て
い
る
。
現
在
の
と
こ

ろ
、
海
順
の
箱
訴
を
め
ぐ
る
幕
府
サ
イ
ド
の
裁
判
記
録
の
検
証
が
な

さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
「
何
故
、
海
順
の
提
訴
に
村
役
人
の
奥
書
が

得
ら
れ
な
い
の
か
」
に
つ
い
て
は
、
判
決
の
請
書
に
記
録
さ
れ
て
い

る
文
言
以
外
に
、
そ
の
理
由
を
確
定
で
き
る
材
料
は
な
い
。

大
法
寺
の
住
職
海
順
は
、
真
言
宗
か
ら
一
向
宗
へ
の
改
宗
に
賛
成
、

檀
家
中
ニ
カ
村
の
檀
家
は
改
宗
賛
成
、
六
力
村
の
檀
家
は
改
宗
反

対
と
い
う
状
況
の
中
で
、
檀
家
の
リ
ー
ダ
ー
格
と
み
な
さ
れ
る
、
大

法
寺
の
あ
る
村
の
村
役
人
達
は
改
宗
反
対
を
表
明
し
て
い
る
。
海
順

と
村
役
人
の
関
係
は
、
判
決
の
請
書
を
参
照
す
る
か
ぎ
り
、
明
瞭
で

あ
る
。
そ
も
そ
も
「
何
故
、
海
順
は
真
言
宗
か
ら
一
向
宗
へ
改
宗
し

よ
う
と
し
た
の
か
」
、
そ
の
こ
と
が
、
請
書
の
文
言
だ
け
で
は
判
然

と
し
な
い
ま
ま
、
村
役
人
を
は
じ
め
改
宗
反
対
派
と
海
順
の
対
立
は
、

結
果
と
し
て
、
海
順
に
よ
る
「
箱
訴
」
と
な
り
、
こ
の
越
訴
は
無
視

あ
る
い
は
却
下
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
隣
国
備
中
・
備
前
は
お
ろ
か
、

播
磨
・
但
馬
・
丹
波
と
岡
山
三
国
を
こ
え
て
兵
庫
県
全
域
へ
と
拡
大

し
、
老
中
・
寺
社
奉
行
・
勘
定
奉
行
の
三
者
に
よ
る
処
理
を
経
て
、

勘
定
奉
行
配
下
大
坂
代
官
管
轄
と
な
る
。
「
最
終
的
に
は
何
宗
で
あ

ろ
う
と
か
ま
わ
な
い
、
大
法
寺
の
住
職
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
ほ

し
い
」
と
い
う
原
告
の
思
惑
や
訴
訟
意
図
を
は
る
か
に
超
え
る
、
文

字
通
り
、
全
国
規
模
の
訴
訟
事
件
と
な
っ
た
。

くう』）

資
料
Ｅ
は
、
天
明
二
年
の
判
決
「
被
差
別
部
落
民
衆
の
み
を
檀
家

と
す
る
真
言
宗
寺
院
は
、
寺
院
・
檀
家
と
も
に
、
一
向
宗
へ
改
宗
せ

よ
」
か
ら
、
す
で
に
一
七
年
が
経
過
し
て
い
る
寛
政
一
○
年
、
大
法

寺
の
住
職
海
順
と
村
人
の
対
立
を
物
語
っ
て
い
る
。
海
順
へ
の
科
刑

は
「
押
込
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
寛
政
一
○
年
の
時
点
で
は
、
村
役

人
や
村
人
か
ら
、
追
放
同
然
の
「
欠
落
者
」
と
し
て
、
住
職
と
し
て

の
立
場
を
奪
わ
れ
て
い
た
海
順
は
、
「
箱
訴
」
の
目
的
を
達
し
、
大

法
寺
の
住
職
に
復
帰
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
し
か
し
、
大

法
寺
の
檀
家
、
内
藤
山
城
守
領
民
西
○
○
村
の
孫
市
郎
以
下
五
名
・

同
領
民
○
○
下
村
松
之
介
、
大
久
保
加
賀
守
領
民
○
○
南
村
亀
之
助

以
下
七
名
・
同
領
民
○
○
北
村
清
兵
衛
以
下
四
名
、
三
浦
志
摩
守
領

民
○
村
伊
八
、
以
上
一
八
名
（
あ
る
い
は
一
八
軒
）
の
者
が
、
住
職

海
順
の
「
宗
判
を
う
け
な
い
」
事
態
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、
判
明

す
る
。
「
一
向
宗
へ
は
改
宗
し
た
も
の
の
、
海
順
の
宗
判
を
う
け
な

い
」
事
態
と
は
、
一
体
何
な
の
か
、
『
美
作
国
諸
記
」
記
載
内
容
の

検
証
が
欠
か
せ
な
い
。

明
和
二
年
、
海
順
の
寺
大
法
寺
に
、
玉
林
の
来
た
こ
と
が
争
論
の

発
端
と
な
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
請
書
の
文
言
か
ら
、
明
ら
か
で
あ
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筆
致
啓
上
候
残
暑
之
節
に
御
座
候
処
弥
御
□
□
□
と
被
成
御
勤

役
弥
□
御
□
御
座
候
然
者
御
領
内
二
罷
在
候
皮
多
別
紙
名
前
之
も
の

共
従
来
美
作
国
久
米
北
條
郡
○
○
村
皮
多
大
法
寺
門
徒
有
之
候
処
去

ル
巳
十
月
右
名
前
之
門
徒
共
寺
旦
不
和
之
訳
柄
を
以
て
本
山
直
門
徒

相
成
度
段
願
出
候
共
寺
法
に
お
い
て
篤
と
相
志
ら
へ
不
申
侯
間
ハ

い
つ
連
共
難
申
付
筋
二
付
右
大
法
寺
今
日
上
京
候
上
双
方
糺
し
相

済
候
迄
之
処
同
国
眞
嶋
郡
○
○
村
宝
福
寺
二
預
ヶ
申
付
置
候
処
今

度
大
法
寺
今
上
京
候
二
付
双
方
召
出
吟
味
可
申
義
二
御
座
侯
間
御
□

者
用
中
乍
御
面
倒
右
名
前
之
も
の
共
上
京
可
仕
旨
被
仰
付
可
被
下
候

右
御
願
可
得
御
意
如
此
御
座
候

恐
樫
謹
言

右
同
文
言
一
一
而

大
久
保
加
賀
守
様

内
藤
山
城
守
様

御
役
人
衆
中

三
浦
志
摩
守
様

御
役
人
衆
中

七
月
八
日

右
同
文
言
二
而

御
役
人
衆
中

実
相
寺

廣
泉
寺

内
藤
山
城
守
殿
領
美
作
国
久
米
北
條
南
郡
西
○
○
村
皮
多孫
市
郎

三
治
郎

市
太
郎

熊
治
郎

鍵
亘
士
ロ

同
国
同
郡

○
○
下
村

松
之
介

大
久
保
加
賀
守
殿
領
美
作
国
久
米
北
條
郡
○
○
南
村
皮
多

三
浦
志
摩
守
殿
領
美
作
国
眞
嶋
郡
○
村
皮
多

同
国
同
郡

○
○
北
村
皮
多

亀
之
助

次
郎
吉

松
右
衛
門

伊 長利新清
四兵

松八郎術

松
太
郎

乙
兵
衛

庄
人

庄
吉

八
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る
。
し
か
し
、
海
順
の
奔
走
、
つ
ま
り
、
真
言
宗
・
妻
帯
寺
と
い
う

寺
法
上
の
矛
盾
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
努
力
は
、
高
野
山
や
京
都
の

真
言
宗
寺
院
が
こ
れ
を
受
け
入
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
徒
労
に
終
わ
る
。

美
作
国
の
大
勢
は
、
東
本
願
寺
下
金
福
寺
末
と
し
て
微
寺
制
の
枠
組

み
に
、
被
差
別
部
落
寺
院
お
よ
び
そ
の
檀
家
は
組
み
込
ま
れ
て
い
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
海
順
の
た
ど
り
つ
い
た
本
寺
は
高
野
山
や
京
都

の
真
言
宗
寺
院
で
も
、
玉
林
の
い
る
東
本
願
寺
下
金
福
寺
で
も
な
く
、

西
本
願
寺
下
本
照
寺
で
あ
っ
た
。
海
順
が
、
「
本
寺
を
本
照
寺
と
す

る
」
了
承
の
得
ら
れ
た
の
が
、
明
和
六
年
で
あ
る
か
ら
、
玉
林
の
来

訪
か
ら
す
で
に
五
年
が
経
過
し
て
い
る
。

「
本
山
の
直
門
徒
と
な
り
た
い
」
と
い
二
忌
味
が
、
釈
然
と
し
な

い
。
こ
の
こ
と
を
、
「
海
順
の
宗
判
を
う
け
た
く
な
い
」
と
読
み
か

え
る
と
、
檀
家
対
海
順
の
対
立
と
い
う
構
図
が
推
測
さ
れ
る
こ
と
か

ら
、
か
な
り
明
瞭
と
な
る
。
一
八
軒
の
檀
家
が
海
順
の
宗
判
を
受
け

た
く
な
い
の
で
、
「
本
山
の
直
門
徒
と
な
り
た
い
」
と
い
う
訴
え
は
、

本
山
で
一
応
受
理
さ
れ
、
争
論
の
当
事
者
と
し
て
、
京
都
ま
で
呼
び

出
さ
れ
、
役
寺
実
相
寺
・
廣
泉
寺
の
審
理
を
経
て
い
る
。
結
果
は
、

「
皮
多
大
法
寺
へ
在
来
の
通
り
帰
旦
申
付
候
」
と
あ
り
、
本
山
へ
の

訴
え
は
却
下
さ
れ
た
。
争
論
の
続
い
て
い
る
間
、
こ
れ
ら
一
八
軒
の

門
徒
達
は
、
眞
鴫
郡
の
宝
福
寺
へ
仮
預
け
き
れ
て
い
た
。
「
去
ル
巳

年
」
と
は
寛
政
九
年
、
’
七
九
七
年
の
こ
と
で
あ
る
。
判
決
が
出
さ

れ
た
の
が
天
明
二
年
、
’
七
八
二
年
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
判
決
か

い
わ
ゆ
る
「
美
作
改
宗
一
件
」
に
関
す
る
記
録
は
、
『
百
箇
條
調

（
４
）
 

書
」
に
よ
っ
て
、
確
認
で
き
る
。
そ
こ
に
は
、
八
七
文
字
の
記
述
が

あ
り
、
海
順
の
箱
訴
が
、
老
中
・
寺
社
奉
行
・
勘
定
奉
行
の
三
者
に

よ
る
審
議
を
経
て
、
勘
定
奉
行
配
下
大
坂
代
官
管
轄
と
な
っ
た
こ
と

は
確
認
で
き
る
も
の
の
、
事
件
の
内
容
は
お
る
か
そ
の
顛
末
を
知
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
判
決
の
請
書
以
外
に
、
幕
府
に
よ
る
事
実
認
定
、

判
決
に
い
た
る
経
緯
、
判
断
基
準
と
な
る
法
源
お
よ
び
先
例
検
証
、

ら
一
六
年
の
歳
月
を
経
て
、
な
お
住
職
対
檀
家
の
争
論
は
続
き
、
つ

い
に
「
海
順
の
宗
判
を
う
け
た
く
な
ど
気
持
ち
が
、
こ
の
よ
う
な
、

本
山
に
よ
る
裁
決
と
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

平
成
七
年
、
筆
者
は
、
そ
の
昔
こ
の
村
に
い
た
と
さ
れ
る
、
美
作

国
五
四
力
村
の
皮
多
を
た
ば
ね
て
い
た
惣
頭
の
墓
を
訪
れ
た
折
り
、

墓
の
所
在
を
尋
ね
た
村
人
も
、
惣
頭
家
の
子
孫
と
さ
れ
て
い
る
方
も
、

「
海
順
」
と
い
う
二
○
○
年
以
上
も
昔
の
僧
侶
の
こ
と
を
ハ
ッ
キ
リ

と
記
憶
し
、
即
座
に
、
そ
の
名
前
が
口
を
つ
い
て
出
た
こ
と
を
、
あ

（
３
）
 

る
種
の
驚
き
と
と
も
に
記
憶
し
て
い
る
。
田
沼
時
代
の
訴
訟
事
件
が
、

平
成
の
世
ま
で
尾
を
ひ
い
て
い
る
と
い
う
、
そ
の
よ
う
な
印
象
で
あ

っ
た
。
で
は
、
幕
府
は
ど
の
よ
う
に
こ
の
事
件
を
把
握
し
処
理
し
た

の
か
、
幕
府
文
書
の
検
討
に
入
ろ
う
。

四
幕
府
文
書



６４ 

科
刑
の
基
準
な
ど
、
幕
府
サ
イ
ド
の
判
断
な
り
政
策
を
確
認
で
き
る

材
料
は
何
も
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
先
行
す
る
研
究
の
す
べ
て
が
、

い
わ
ゆ
る
事
件
の
周
辺
史
料
に
依
拠
し
て
な
さ
れ
て
き
た
の
が
、
実

情
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
写
本
で
は
あ
る
も
の
の
、
完
全
な
形
で
、
「
美
作
改

宗
一
件
」
に
関
す
る
、
幕
府
の
裁
判
記
録
が
、
発
見
さ
れ
た
。
寺
社

奉
行
か
ら
老
中
へ
と
栄
進
す
る
名
門
譜
代
大
名
、
青
山
藩
の
所
蔵
史

料
の
な
か
に
、
完
全
に
独
立
し
た
一
冊
の
記
録
と
し
て
、
「
美
作
改

宗
一
件
」
記
録
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

寺
社
奉
行
職
は
、
勘
定
奉
行
な
り
江
戸
町
奉
行
な
り
と
い
う
奉
行
職

の
極
官
で
あ
り
、
栄
進
す
る
幕
府
官
僚
の
頂
点
に
位
置
し
て
い
る
、

と
同
時
に
、
奏
者
番
大
名
の
中
か
ら
寺
社
奉
行
に
な
る
者
は
、
大
坂

城
代
な
り
若
年
寄
へ
、
さ
ら
に
は
老
中
へ
と
栄
進
す
る
。
そ
の
こ
と

も
あ
っ
て
、
寺
社
奉
行
の
記
録
は
、
幕
府
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
蓄
積

さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
寺
社
奉
行
が
仕
切
る
幕
府
最
高
司
法
機
関
評

定
所
の
記
録
も
、
寺
社
奉
行
で
は
な
く
、
勘
定
奉
行
所
で
保
管
・
管

理
さ
れ
て
い
た
。
栄
進
を
考
え
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
寺
社
奉

行
の
重
責
を
ま
っ
と
う
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
幕
府
記
録
を
渉
猟
し
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
判
断
の
基
準
と
な
る
先
例
は
、
筆
写
し
た
り
要
点

を
整
理
し
た
冊
子
な
ど
を
作
成
し
た
り
し
て
、
裁
判
の
実
務
に
精
通

す
る
こ
と
を
心
が
け
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
今
日
の
実
務
家
な
り
専

門
家
の
精
進
と
同
じ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
記
録

（
７
）
 

美
作
の
村
む
ら
の
記
録
は
、
『
東
作
誌
」
『
西
作
誌
」
と
Ｉ
し
て
、
元

禄
期
に
整
理
さ
れ
た
も
の
が
参
考
と
な
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
海
順

の
村
は
、
寛
永
一
一
年
（
一
六
一
一
五
年
）
、
そ
れ
ま
で
の
村
が
三
分
割

さ
れ
て
、
独
立
し
た
稜
多
村
と
な
っ
た
。
元
禄
期
の
家
数
は
六
二
軒

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
ほ
ぼ
百
年
の
間
に
、
一
二
軒
、
つ
ま
り
二
○
％

程
度
の
人
口
増
加
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
問
題
と
な
る
信
仰
の
状
況

は
、
真
一
一
一
一
口
宗
大
法
寺
檀
家
五
七
軒
、
真
言
宗
宝
福
寺
檀
家
一
七
軒
、

（｜ゆ）

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
写
本
が
、
『
祠
部
職
掌
類
聚
』
と
俗
称
共
ど
れ

て
い
る
史
料
の
一
群
で
あ
り
、
篠
山
市
青
山
家
の
所
蔵
史
料
の
中
か

ら
発
見
さ
れ
た
。
「
美
作
改
宗
一
件
」
記
録
は
、
そ
の
第
二
五
番

の
整
理
番
号
で
示
さ
れ
る
、
複
数
の
裁
判
記
録
を
通
例
と
す
る
記
録

と
異
な
り
、
そ
れ
だ
け
で
完
全
に
独
立
し
て
い
る
、
｜
冊
の
写
本
で

あ
る
。

研
究
者
の
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
、
「
美
作
改
宗
一
件
」
の
裁
許

（〈⑪）

の
評
価
を
巡
る
論
争
ｊ
い
〉
、
こ
の
史
料
に
よ
っ
て
、
解
決
す
る
。
資
料

Ｇ
は
、
海
順
の
箱
訴
に
は
じ
ま
る
長
い
裁
判
の
結
末
、
つ
ま
り
判
決

言
い
渡
し
を
終
了
し
た
、
大
坂
代
官
万
年
七
郎
右
衛
門
よ
り
幕
府
勘

定
奉
行
桑
原
伊
子
守
を
経
て
、
老
中
松
平
周
防
守
へ
報
告
さ
れ
た
時

点
で
完
結
す
る
、
事
件
の
経
過
を
記
し
た
、
幕
府
記
録
の
最
後
の
部

分
で
あ
る
。１
海
順
の
村
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作
州
○
○
○
村
皮
多
大
法
寺
御
箱
訴

一
件
申
渡
相
済
候
儀
申
上
候
書
付

卯
正
月
十
九
日

周
防
守
殿
江
御
直
伊
子
守
上
ル

天
明
二
寅
年
内
寄
合
留

作
州
皮
多
大
法
寺
一
件

資
料
Ｇ

資
料
Ｆ

百
九
十
三
番

明
二
寅
年
内
寄
合
留
之
内

御
箱
訴
状
二
認
候
名
前
之
も
の
共
同
村
皮
多
元
庄
屋

過
料
五
貫
文

四
郎
右
衛
門

三
十
日
押
込

海
順

海
順
耳
不
通
二
付
差
添
罷
出
候
同
人
兄
同
村
皮
多
喜
平
治

元
平
岡
彦
兵
衛
当
分
御
預
ケ
所
当
時
石
原
清
左
衛
門
御
代
官

所
作
川
久
米
北
條
郡
久
米
川
南
村
之
内

○
○
○
村
皮
多
大
法
寺

御
届

桑
原
伊
予
守

右
御
書
付
之
通
去
寅
十
二
月
廿
七
被
於
彼
地
申
渡
相
済
候
由

万
年
七
郎
右
衛
門
申
聞
候
依
之
申
上
候

以
上

卯

皮
多
寺
之
儀
慶
長
年
中
東
本
願
寺
江
被
下
置
候
由
之
儀
者
難
相
知
候

共
作
州
○
○
村
金
龍
寺
外
三
ヶ
寺
ハ
東
本
願
寺
塔
頭
金
福
寺
下
寺
と

唱
一
向
宗
一
一
候
間
大
法
寺
大
宝
寺
ハ
勿
論
一
件
寺
院
之
内
是
迄

真
言
宗
と
相
見
候
と
も
真
一
一
一
一
口
宗
一
一
皮
多
寺
ハ
無
之
由
二
候
上
ハ
寺
院

並
且
方
之
皮
多
共
ハ
一
向
宗
二
相
成
寺
院
ハ
東
西
本
願
寺
塔
頭
金
福

寺
下
寺
二
可
相
成
旨
裁
許
致
し
且
作
州
○
○
○
村
九
右
衛
門
儀

道
場
元
と
唱
候
而
者
新
寺
二
紛
敷
候
間
一
向
宗
皮
多
寺
之
旦
那
二
可

成
旨
又
裁
許
し
其
旨
東
西
本
願
寺
役
僧
江
も
申
渡
候

存
命
一
一
候
得
者

過
料
三
貫
文

過
料
三
貫
文

正
月

中略部分

大
宝
寺
宥
仙

常
福
寺
知
心

増
福
寺
行
春

金
龍
寺
嘉
順

教
福
寺
泰
龍

九
右
衛
門

年
寄
伊
右
衛
門

百
姓
代
弥
四
郎

眞
光
坊

宝
福
寺

大
円
坊

本
敦
寺

教
本
寺

Ｉ 

Ｉ 

Ｉ 

Ｉ 

Ｉ 

ｌ 

Ｉ 

Ｉ 

Ｉ 

Ｌ 

驚綴穂



6６ 

物
見
遊
山
で
美
作
国
に
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
美
作
国
東
部
の
被（
３
）
 

差
別
部
落
の
大
半
は
、
東
本
願
寺
サ
イ
ド
の
勢
力
下
に
入
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
美
作
の
中
央
部
津
山
城
下
に
は
、
西
本
願
寺
派
の
名
刹
妙

願
寺
が
あ
り
、
こ
の
寺
は
、
美
作
国
に
お
け
る
西
派
の
触
頭
寺
で
も

あ
る
。
美
作
西
部
へ
の
教
勢
拡
大
は
、
東
西
両
派
の
緊
急
の
課
題
で

も
あ
る
。
被
差
別
部
落
の
信
仰
は
、
美
作
国
の
大
勢
に
な
ら
い
、
真

言
宗
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
、
寺
法
上
の
大
問
題
が
あ
っ
た
。

浄
土
真
宗
東
本
願
寺
派
教
福
寺
檀
家
一
軒
と
な
っ
て
い
る
（
資
料

Ｈ
）
。判
決
後
の
寺
旦
争
論
、
大
法
寺
住
職
海
順
対
檀
家
の
対
立
は
、
本

山
で
の
審
理
の
間
、
一
八
軒
の
檀
家
が
眞
鴫
郡
の
宝
福
寺
へ
仮
預
け

さ
れ
た
経
緯
が
資
料
Ｅ
で
確
認
さ
れ
た
が
、
「
何
故
宝
福
寺
な
の
か
」

と
い
う
疑
問
は
、
資
料
Ｈ
に
よ
っ
て
、
氷
解
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
仮

預
け
き
れ
た
の
は
真
言
宗
で
は
な
く
、
改
宗
後
の
浄
土
真
宗
西
本
願

寺
派
宝
福
寺
で
あ
る
。
し
か
し
、
両
寺
の
浅
か
ら
ぬ
関
係
は
、
歴
史

的
な
も
の
で
あ
り
、
史
料
の
文
一
一
一
一
口
は
簡
潔
で
は
あ
る
も
の
の
、
幕
府

が
そ
の
こ
と
を
承
知
し
て
い
る
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
。
事
件
の
発

端
と
な
っ
た
玉
林
は
、
ど
う
い
う
経
緯
で
こ
の
村
に
来
た
の
か
、
幕

府
は
そ
の
こ
と
も
、
本
人
へ
の
尋
問
を
す
る
ま
で
も
な
く
、
明
瞭
に

承
知
し
て
い
る
。

２
玉
林
の
来
訪

玉
林
が
美
作
に
来
訪
し
、
そ
の
影
響
か
ら
、
住
職
海
順
が
改
宗
を

企
て
た
こ
と
が
こ
と
の
発
端
で
は
な
く
、
す
で
に
、
玉
林
が
村
に
滞

在
し
て
い
る
間
に
、
「
真
言
宗
か
ら
一
向
宗
へ
」
改
宗
す
る
者
が
現

れ
て
い
る
。

○
○
○
村
玉
林
止
宿
中
大
法
寺
旦
家
之
も
の
共
江
改
宗
申
勧
○

○
○
村
利
右
衛
門
善
四
郎
四
郎
兵
衛
市
郎
右
衛
門
又
四
郎
七
郎
右

（
⑨
）
 

衛
門
新
三
郎
孫
七
郎
右
八
人
者
一
向
宗
帰
依
二
成

玉
林
が
滞
在
し
た
わ
ず
か
八
日
間
に
、
八
人
の
者
が
一
向
宗
へ
改
宗

「
真
言
宗
・
妻
帯
」
と
い
う
現
実
は
、
女
犯
を
犯
罪
と
す
る
宗
法
に

違
反
し
、
同
時
に
国
法
違
反
と
も
な
る
。
「
妻
帯
。
一
向
宗
」
に
は

何
の
問
題
も
な
い
も
の
の
、
真
言
宗
に
「
妻
帯
」
は
な
い
。
美
作
国

に
来
訪
し
た
玉
林
の
目
的
は
ハ
ツ
キ
リ
し
て
い
る
。
西
派
に
と
り
こ

ま
れ
な
い
間
に
、
美
作
西
部
の
被
差
別
部
落
民
衆
へ
の
教
化
を
強
め
、

東
派
の
勢
力
拡
大
へ
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
て
、
大
法
寺
と
そ
の
檀
家

は
、
か
っ
こ
う
の
条
件
を
備
え
て
い
た
。
大
法
寺
を
相
続
す
る
こ
と

と
な
っ
た
住
職
は
三
歳
、
寺
務
の
一
切
は
檀
家
総
代
な
り
村
役
人

が
仕
切
っ
て
い
る
。
そ
の
上
、
こ
こ
に
は
都
合
の
よ
い
こ
と
に
、
東

本
願
寺
下
金
福
寺
末
教
福
寺
の
檀
家
利
右
衛
門
が
い
る
。
利
右
衛
門

↓
教
福
寺
↓
金
福
寺
↓
東
本
願
寺
と
い
う
ラ
イ
ン
で
、
必
要
な
情
報

の
収
集
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
、
容
易
に
推
測
で
き
る
こ
と
で
あ

る
。
「
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資
料
Ｍ
ｎ

座
侯
間
玉
林
を
相
糺
不
申
候

然
処
京
都
東
本
願
寺
塔
頭
金
福
寺
役
僧
玉
林
○
○
○
村
江
参
大
法
寺

之
儀
真
言
宗
一
一
相
録
来
候
儀
可
有
之
候
得
共
皮
多
寺
之
事
ハ
慶
長
年
中

東
本
願
寺
江
従

公
儀
被
下
置
候
宗
躰
之
儀
二
候
得
者
皮
多
寺
真
言
宗
之
分
者
不
残
一
向

宗
為
致
改
宗
本
願
寺
江
致
附
属
下
寺
二
相
成
候
積
り

皮
多
之
内
庄
屋
年
寄
百
姓
代
有
之
前
々
よ
り
取
次
庄
屋
等
相
頼
候
儀
無

之
御
年
貢
割
付
皆
済
目
録
も
皮
多
村
役
人
江
相
渡
御
年
貢
役
所
江
直
納

い
た
し
御
廻
米
も
外
村
二
御
廻
米
を
積
合
諸
事
役
所
之
取
扱
格
別
之
儀

者
無
之
家
数
七
拾
五
軒
之
内
拾
七
軒
ハ
同
国
眞
嶋
郡
○
○
村
真
言
宗
皮

多
宝
福
寺
且
家
壱
軒
ハ
同
国
勝
北
郡
○
○
○
村
一
向
宗
皮
多
教
福
寺

日
一
家
二
而
其
外
之
も
の
共
真
言
宗
大
法
寺
旦
家
二
御
座
候

此
儀
豊
前
守
方
二
而
東
本
願
寺
輪
番
江
相
尋
候
処
皮
多
寺
之
事
慶

長
年
中
本
願
寺
江
被
下
候
儀
旧
記
二
相
見
不
申
由
申
之
申
口
符
合
不

百
七
拾
石
之
一
村
不
残
皮
多
一
一
而

資
料
１
１
１

此
儀
四
郎
右
衛
門
伊
右
衛
門
孫
四
郎
吟
味
仕
候
処
○
○
○
村
高
弐

資
料
－
－
２

此
皮
多
ハ
穣
多
之
儀
二
御
座
候
（
朱
書
）

右
之
も
の
吟
味
仕
候
処
同
国
津
山
城
下
西
本
願
寺
末
一
向
宗
妙
願
寺

塔
頭
養
元
寺
旦
家
二
候
処
祖
父
九
右
衛
門
節
年
暦
不
相
知
凡
六
七
拾

年
以
前
養
元
寺
無
住
二
成
同
寺
旦
家
分
妙
願
寺
預
り
旦
那
二
相
成
候
処

皮
多
者
九
右
衛
門
一
人
ニ
付
同
寺
よ
り
領
主
役
所
江
相
願
夫
よ
り
以
来

道
場
元
と
唱
家
内
死
滅
之
も
の
有
之
候
節
者
教
本
寺
を
相
頼
取
置
候
得

共
同
寺
旦
那
ニ
ハ
無
之

久
右
衛
門
方
江
玉
林
罷
越
候
得
共
大
病
二
而
宿
難
相
成
本
家
利
右
衛
門

江
相
頼
日
数
八
日
利
右
衛
門
方
二
王
林
止
宿
い
た
し
右
止
宿
中
朝
夕
等

之
入
用
ハ
両
人
よ
り
差
出
外
江
割
合
不
申
候
由
申
之
候

資
料
』

松
平
越
御
守
領
分

作
州
西
西
條
郡
○
○
○
村

此
利
右
衛
門
久
右
衛
門
吟
味
仕
候
処
久
右
衛
門
ハ
教
福
寺
旦
家
二
而

皮
多
九
右
衛
門

寅
五
拾
壱
歳
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〈
Ⅱ
）

立
候
得
辻
〈
取
上
無
之
旨
申
渡
有
之

へ
肥
）

安
達
の
仮
説
、
っ
ま
い
り
、
幕
府
に
よ
る
「
海
順
箱
訴
」
受
理
の
背

後
に
本
照
寺
サ
イ
ド
の
積
極
的
な
働
き
か
け
を
推
測
す
る
こ
と
は
、

大
筋
で
間
違
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
’
四
歳
の
住
職
は
、

あ
ま
り
に
も
明
白
な
矛
盾
の
指
摘
、
つ
ま
り
、
真
言
宗
か
つ
妻
帯
寺

と
い
う
こ
と
に
当
惑
し
、
そ
の
解
決
に
奔
走
し
た
結
果
が
、
東
本
願

寺
サ
イ
ド
の
思
惑
と
は
異
な
り
、
海
順
の
寺
大
法
寺
は
西
本
願
寺
末

と
な
る
、
し
」
い
う
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
海
順
に
同
道
し
て
大

坂
か
ら
美
作
国
の
片
田
舎
ま
で
や
っ
て
来
た
本
照
寺
の
僧
は
、
一
体

何
の
目
的
で
幕
府
の
久
世
代
官
所
へ
出
頭
し
た
の
か
。
海
順
お
よ
び

そ
の
影
響
下
に
あ
る
海
順
の
家
族
を
は
じ
め
八
人
の
者
を
、
西
本
願

寺
門
徒
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
僧
侶
と
そ
の
檀
家
が
改
宗
す
れ
ば
、

門
徒
が
増
え
る
ば
か
り
か
、
寺
院
も
ソ
ッ
ク
リ
西
本
願
寺
の
支
配
下

に
入
る
わ
け
で
、
そ
の
副
次
的
な
効
果
は
、
信
者
増
の
比
で
は
な
い
。

し
か
し
、
こ
と
は
す
ん
な
り
と
は
い
か
な
か
っ
た
。
庄
屋
の
四
郎
右

衛
門
を
は
じ
め
村
役
人
は
改
宗
そ
の
も
の
に
反
対
で
あ
り
、
五
七
軒

の
檀
家
中
四
九
軒
は
、
村
役
人
と
同
意
見
で
あ
る
。
信
者
の
獲
得
に

は
成
功
す
る
か
に
み
え
た
西
本
願
寺
サ
イ
ド
と
し
て
も
、
寺
院
ま
で

も
手
に
い
れ
る
こ
と
と
は
な
ら
ず
、
そ
の
上
、
幕
エ
肘
代
官
所
も
、
西

本
願
寺
サ
イ
ド
の
思
惑
通
り
に
は
反
応
し
て
く
れ
な
い
。
い
ず
れ
に

し
て
も
、
’
四
歳
の
住
職
を
は
さ
ん
で
、
東
西
本
願
寺
の
思
惑
が
渦

巻
い
て
い
る
。

大
法
寺
お
よ
び
そ
の
檀
家
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
西
本
願
寺
サ
イ

ド
は
、
実
は
そ
の
こ
と
を
企
て
る
前
に
、
被
差
別
部
落
民
衆
を
信
者

と
し
て
獲
得
す
る
こ
と
に
、
手
痛
い
ミ
ス
を
犯
し
て
い
た
。
判
決
の

請
書
に
「
九
右
衛
門
道
場
」
と
あ
る
の
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
津
山
松

平
藩
城
下
町
の
中
心
に
、
西
派
の
名
刹
妙
願
寺
と
い
う
の
が
あ
る
。

〈
肺
）

妙
願
寺
に
は
、
津
山
森
藩
柤
忠
政
の
母
の
墓
が
あ
る
。
こ
の
人
物
は
、

石
山
合
戦
終
結
へ
む
け
た
努
力
を
し
た
女
性
と
し
て
知
ら
れ
て
お

り
、
本
願
寺
の
存
亡
そ
の
も
の
に
深
く
か
か
わ
っ
た
功
労
者
で
あ
る
。

西
派
と
し
て
は
、
単
な
る
門
徒
の
信
仰
道
場
と
し
て
扱
え
な
い
寺
院

で
あ
る
。
こ
の
寺
の
塔
頭
寺
に
菱
元
寺
が
あ
る
が
、
海
順
の
箱
訴
事

件
当
時
は
無
住
で
、
そ
の
檀
家
は
本
寺
で
あ
る
妙
願
寺
の
仮
旦
那
と

な
っ
て
い
た
。
妙
願
寺
は
、
皮
多
身
分
の
九
右
衛
門
を
仮
旦
那
か
ら

排
除
し
、
そ
の
こ
と
を
松
平
藩
も
追
認
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
浄
土

真
宗
の
信
仰
を
維
持
す
る
た
め
に
、
檀
家
一
軒
の
道
場
と
し
て
「
九

右
衛
門
道
場
」
が
誕
生
し
た
と
い
う
い
き
さ
つ
が
あ
っ
た
。
あ
か
ら

さ
ま
な
差
別
政
策
を
実
行
し
て
お
い
て
、
そ
の
裏
で
、
被
差
別
民
衆

を
門
徒
と
し
て
受
け
入
れ
る
積
極
的
な
働
き
か
け
を
す
る
と
い
う
、

矛
盾
に
み
ち
た
説
明
の
つ
き
に
く
い
現
実
を
、
垣
間
見
る
思
い
で
あ

る
（
資
料
Ｊ
）
。

幕
府
文
書
『
祠
部
職
掌
類
聚
』
に
よ
れ
ば
、
海
順
の
箱
訴
を
う
け

て
、
幕
府
が
、
綿
密
な
調
査
を
全
国
規
模
で
行
っ
て
い
る
こ
と
は
一

目
瞭
然
で
あ
る
。
上
の
「
九
右
衛
門
道
場
」
の
実
態
把
握
は
そ
の
一



７１美作改宗一件（下）
端
に
過
ぎ
な
い
。

新
史
料
『
祠
部
職
掌
類
聚
』
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
美
作
改
宗

一
件
」
の
全
容
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
本
稿
の
目
的
で
あ
る
「
美
作

改
宗
一
件
は
、
強
制
改
宗
か
否
か
の
論
争
に
終
止
符
を
う
つ
こ
と
」

に
は
、
そ
の
所
期
の
目
的
を
達
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た

め
に
、
筆
者
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
裁
判
そ
の
も
の
、
つ
ま
り
純
司
法

的
な
側
面
に
焦
点
を
あ
て
て
、
「
海
順
箱
訴
」
の
も
つ
、
司
法
上
の

取
り
扱
い
に
費
や
さ
れ
た
。
「
箱
訴
」
は
越
訴
で
あ
る
こ
と
、
「
越
訴
」

の
訴
状
は
破
棄
が
原
則
で
あ
り
、
焼
却
処
分
・
返
却
処
分
さ
れ
る
こ

と
、
「
被
差
別
部
落
民
」
に
よ
る
箱
訴
の
記
録
が
幕
府
文
書
に
皆
無

で
あ
る
こ
と
、
従
っ
て
、
海
順
の
箱
訴
は
幕
府
最
高
司
法
機
関
評
定

所
を
仕
切
る
寺
社
奉
行
の
内
寄
合
で
そ
の
扱
い
が
決
定
さ
れ
る
と
い

う
、
極
め
て
「
特
異
」
な
ケ
ー
ス
で
あ
る
こ
と
、
あ
わ
せ
て
判
決
の

実
施
状
況
が
、
こ
れ
ま
た
極
め
て
「
特
異
」
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
、

判
決
が
出
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
判
決
が
「
遵
守
さ
れ
て
い
な

い
」
こ
と
、
し
か
も
、
判
決
を
遵
守
し
て
い
な
い
地
域
が
、
幕
府

領
・
大
名
領
を
問
わ
ず
、
広
範
囲
に
わ
た
る
こ
と
、
さ
ら
に
判
決
の

不
徹
底
は
三
○
年
間
と
い
う
と
て
つ
も
な
く
長
期
に
わ
た
っ
て
い
る

こ
と
な
ど
な
ど
、
法
制
史
的
手
法
に
よ
っ
て
、
ど
う
し
て
も
看
過
す

む
す
び
に
か
え
て

『
祠
部
職
掌
類
聚
」
の
記
述
内
容
を
重
ね
る
と
、
事
件
の
全
容
は
明

瞭
に
見
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
事
件
の
発
端
と
な
っ
た
東
本
願
寺
下

金
福
寺
の
僧
玉
林
は
尋
問
さ
れ
て
い
な
い
。
玉
林
の
大
法
寺
少
年
僧

海
順
に
対
す
る
発
言
の
百
害
』
を
問
い
た
だ
す
ま
で
も
な
く
、
幕
府
は
、

政
策
と
し
て
「
被
差
別
部
落
政
策
」
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
政
策
を

敷
行
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
こ
と
が
人
間
存
在
の
根
幹
に
か

か
わ
る
「
信
仰
」
の
問
題
に
介
入
し
た
た
め
に
、
逆
に
、
抜
き
差
し

の
な
ら
な
い
状
況
に
、
権
力
は
追
い
こ
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
大
法
寺

で
宗
判
を
め
ぐ
る
混
乱
が
え
ん
え
ん
と
続
い
て
い
る
こ
と
を
明
か
す

『
美
作
国
諸
記
』
の
記
述
、
改
宗
命
令
の
出
た
一
向
宗
で
の
宗
判
が

三
○
年
間
も
徹
底
で
き
な
い
混
乱
を
明
か
す
『
備
中
国
諸
記
』
の
記

述
、
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
上
で
の
西
本
願
寺
自
ら
の
「
本

願
寺
通
記
」
の
記
述
内
容
、
お
よ
び
『
摂
津
国
諸
記
』
の
記
述
内
容

を
重
ね
る
と
「
美
作
改
宗
一
件
」
は
、
「
強
制
改
宗
」
以
外
の
何
も

の
で
も
な
い
。
そ
の
論
証
を
最
終
確
認
で
き
る
の
が
、
こ
の
度
の
幕

府
文
書
『
祠
部
職
掌
類
聚
』
の
記
述
で
あ
る
。
こ
の
裁
判
記
録
は
、

ま
ず
、
判
決
文
を
記
録
し
た
直
後
に
、
「
御
箱
訴
之
趣
」
と
朱
書
し

た
表
題
が
か
か
げ
ら
れ
、
克
明
な
事
実
調
べ
が
多
岐
に
わ
た
っ
て
行

わ
れ
た
こ
と
、
お
よ
び
そ
の
詳
細
な
記
録
が
続
い
て
い
る
。
必
要
に

応
じ
て
、
関
係
者
へ
の
尋
問
に
対
す
る
幕
府
サ
イ
ド
の
コ
メ
ン
ト
ぉ

る
こ
と
の
で
き
な
い
側
面
を
中
心
に
叙
述
し
た
。

純
司
法
的
な
側
面
を
重
視
し
た
検
討
の
上
に
、
新
発
掘
の
史
料
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よ
び
事
実
認
定
を
朱
書
し
て
記
録
し
て
あ
り
、
記
録
の
体
裁
と
い
い

内
容
の
整
理
と
い
い
、
そ
の
上
、
字
体
も
整
っ
て
お
り
、
典
型
的
な

幕
府
文
書
で
あ
る
。

注（
１
）
『
百
箇
條
調
書
』
第
一
巻
一
八
八
頁
、
一
一
一
六
頁
、
一
一
二
○
頁
、

二
一
一
一
五
頁
、
三
五
二
頁
、
第
三
巻
八
五
五
頁
、
第
四
巻
一
一
一
一
四
四
頁
、

一
四
一
五
頁
、
一
四
二
二
頁
、
一
四
二
七
頁
、
一
四
九
一
頁
、
一
四

九
七
頁
、
第
五
巻
一
七
九
五
頁
、
一
八
○
三
頁
、
一
八
一
○
頁
、
一

八
一
四
頁
、
’
八
一
一
一
四
頁
、
’
八
三
九
頁
、
第
七
巻
一
一
一
一
一
一
○
頁
、

二
一
一
二
五
頁
、
一
一
六
五
八
頁
、
第
八
巻
二
七
一
一
○
頁

（
２
）
『
兵
庫
県
同
和
教
育
関
係
史
料
集
第
一
巻
』
六
四
二
頁
以
下

（
３
）
現
地
調
査
に
入
っ
た
岡
山
県
の
関
係
者
か
ら
も
、
同
様
の
指
摘
を

う
け
、
天
明
期
の
事
件
の
根
の
深
さ
を
実
感
さ
せ
ら
れ
た
。

（
４
）
『
百
箇
條
調
書
』
第
一
巻
三
五
二
頁

（
５
）
『
祠
部
職
掌
類
聚
』
と
は
、
幕
府
寺
社
奉
行
青
山
忠
裕
（
或
は
そ

の
子
忠
良
）
の
も
と
で
筆
写
さ
れ
た
幕
府
記
録
で
あ
る
。
参
照
「
祠

部
職
掌
類
聚
・
祠
部
職
掌
雑
纂
』
（
藩
法
研
究
会
、
丹
波
篠
山
班
、

橋
本
久
・
牧
田
勲
・
山
田
勉
大
阪
経
済
法
科
大
学
論
集
第
四
三

四
四
号
一
九
九
九
年
三
七
月
）
。
『
祠
部
職
掌
類
聚
』
に
つ
い
て

は
、
一
昨
年
よ
う
や
く
目
録
が
整
理
さ
れ
、
昨
年
一
○
月
一
日
、
法

制
史
学
会
〈
於
関
西
大
学
）
で
、
橋
本
・
牧
田
・
山
田
三
氏
に
よ
る

載
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
《
幕
府
文
書
『
祠
部
職
掌
類
聚
』

に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
っ
た
「
美
作
改
宗
一
件
」
の
全
容
》

（
６
）
参
照
、
拙
稿
「
美
作
改
宗
一
件
（
上
）
」

（
７
）
『
新
訂
作
陽
誌
二
』
（
山
陽
新
報
社
、
大
正
三
年
）
’
五
一
～
一

五
二
頁

（
８
）
『
祠
部
職
掌
類
聚
」
に
は
、
美
作
国
東
北
條
郡
の
教
本
寺
、
同
国

勝
北
郡
の
教
福
寺
、
同
国
英
田
郡
の
本
教
寺
、
同
国
吉
野
郡
の
金
龍

寺
に
関
す
る
、
東
本
願
寺
中
本
山
金
福
寺
と
の
関
係
を
詳
述
す
る
記

述
が
あ
る
。

（
９
）
前
掲
史
料
に
よ
れ
ば
、
当
初
の
転
宗
者
は
、
利
右
衛
門
、
善
四
郎
、

四
郎
兵
衛
、
市
郎
右
衛
門
、
又
四
郎
、
七
郎
右
衛
門
、
新
三
郎
、
孫

七
郎
の
八
人
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
変
心
や
死
亡
・
相
続
・
婿
入

り
等
で
出
入
り
が
あ
り
、
最
終
的
に
は
、
利
右
衛
門
、
善
四
郎
、
四

郎
兵
衛
、
市
郎
右
衛
門
の
四
人
に
変
動
は
な
く
、
き
く
（
孫
七
郎
の

娘
）
、
清
兵
衛
・
喜
平
治
・
佐
四
郎
（
こ
の
三
人
は
い
ず
れ
も
同
腹

で
海
順
の
兄
）
の
合
計
八
人
と
な
る
。

（
Ⅲ
）
前
掲
史
料
。

概
要
紹
介
が
な
さ
れ
た
段
階
に
あ
り
、
そ
の
全
容
解
明
は
今
後
の
課

題
で
あ
る
。
な
お
、
筆
者
に
よ
る
幕
府
文
書
『
祠
部
職
掌
類
聚
』
中

の
〈
天
明
二
寅
年
内
寄
合
留
之
内
作
州
皮
多
大
法
寺
一
件
》
に
関

す
る
詳
細
な
史
料
紹
介
が
、
『
ひ
ょ
う
ご
部
落
解
放
』
九
八
号
（
紀

要
）
の
特
集
「
兵
庫
に
お
け
る
部
落
史
の
研
究
」
（
そ
の
三
）
、
に
褐



７３美作改宗一件（下）

（
Ⅱ
）
無
本
寺
の
こ
と
。
例
え
ば
、
寺
座
の
運
営
に
な
る
寺
院
、
西
鶴
本

に
も
登
場
す
る
「
水
間
寺
」
は
、
そ
の
典
型
で
あ
り
、
平
成
の
現
在

で
も
、
寺
僧
は
座
中
か
ら
入
る
、
し
き
た
り
が
続
い
て
い
る
。

Ｅ
）
『
本
願
寺
通
記
』
四
九
九
頁

（
Ｂ
）
い
わ
ゆ
る
「
千
原
騒
動
」
の
判
決
に
先
立
っ
て
、
微
多
頭
に
よ
る

刑
罰
執
行
の
有
無
お
よ
び
そ
の
内
容
照
会
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

『
詳
細
は
、
『
百
箇
條
調
書
』
第
七
巻
二
四
○
七
～
二
四
一
八
頁
。

、
）
『
祠
部
職
掌
類
聚
』
に
は
、
海
順
が
本
照
寺
へ
は
し
る
キ
ッ
カ
ヶ

と
な
っ
た
と
さ
れ
る
記
述
が
あ
る
。
但
し
、
幕
府
は
そ
の
こ
と
を
問

題
と
し
て
と
ら
え
ず
、
調
査
の
対
象
と
は
し
て
い
な
い
し
、
関
係
者

へ
の
尋
問
も
一
切
し
て
い
な
い
。

（
応
）
安
達
前
掲
、
「
摂
州
富
田
本
照
寺
の
請
込
み
に
よ
っ
て
、
海
順
の

本
照
寺
の
末
寺
に
し
て
ほ
し
い
と
い
う
箱
訴
が
と
り
あ
げ
ら
れ
た
」

Ⅲ
Ⅲ
」
（
腿
へ
の
箪
刊
び
の
搬
告
伯

一一蝋灘騨搬戴》｜騨州雛灘 と
あ
る
。
二
八
○
頁

（
肥
）
森
藩
は
改
易
さ
れ
、
そ
の
直
後
、
元
禄
二
年
、
一
六
九
八
年
、

結
城
秀
康
の
子
孫
が
津
山
へ
入
封
す
る
。
森
藩
の
版
図
が
お
お
む
ね

美
作
国
の
領
域
に
相
当
す
る
も
の
の
、
結
城
松
平
藩
は
当
初
一
○
万

石
す
ぐ
に
削
減
さ
れ
て
五
万
石
と
な
り
、
一
八
一
七
年
、
二
代
将

軍
家
斉
の
一
四
男
銀
之
助
（
津
山
松
平
第
八
代
藩
主
斉
民
）
を
養
子

に
迎
え
た
こ
と
か
ら
、
一
○
万
石
に
復
帰
す
る
。
森
藩
改
易
後
は
、

美
作
の
領
有
関
係
は
複
雑
で
、
親
藩
松
平
氏
が
そ
の
中
心
を
な
す
も

の
の
、
小
藩
の
領
地
に
加
え
て
、
各
藩
の
飛
地
も
多
く
、
幕
府
代
官

支
配
領
も
あ
り
、
現
在
で
も
、
村
単
位
に
よ
る
江
戸
期
の
詳
細
な
領

有
関
係
は
確
定
で
き
て
い
な
い
。

除
■
鬮
詮
蕊
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